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発達障がいのある
児童生徒への相談と支援

佐賀市教育委員会

　
                   　お問い合わせ
　

   ○　ひまわり相談室についてのお問い合わせは、直接
　　　  ひまわり相談室にお尋ね下さい。

　　　　　　　　　　　　発達障がいについて

　　　発達障がいには、自閉スペクトラム症、限局性学習症、
　　注意欠如・多動症などがあります。
　　　発達障がいの子どもの中には、次のようなことで困って
　　いる子どもがいます。

　　　・　読み、書き、計算などの特定の学習につまずきがあ
　　　　る。

　　　・　集団の中で行動や気持ちをコントロールすることが
　　　　苦手。

　　　・他の人とのコミュニケーションがスムーズにいかない。

　　　・手先や体の動きがぎこちなく、行動に時間がかかる。
 

　　　　　　　　　　　相談の申し込みについて

　・相談申し込み   ：
　　　　＜保護者＞
　　　　　　ア　在籍している学校からの申し込み（学校にご相談
　　　　　　　　ください）
　　　　　　イ　直接、電話による申し込み
　　　　＜学　校＞
　　　　　　　直接、電話による申し込み

　・受付時間　：  平日９時～１７時
　
　・直通電話　：　０９５２－４５ー８０２１

　・所在地　 　：　佐賀市東与賀町大字下古賀１１９３
　　　　　　　　　　　　  　（東与賀支所　３Ｆ）
　
　・相談料金　：  無料
　

　　　　　　　　　　　　交通案内
　
　佐賀大学より車で南に１０分。県道２６０号線を下る。東与賀小

学校の東側。
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<目　的>
　　　ひまわり相談室とは、相談活動を通して発達障がい
　　　のある子どもが、安心して生活できる環境作りを学
　　　校・家庭とともに考えていくための相談室です。
　

 <対　象>
　　　発達障がいなどの理由により、学校への適応に困っ
　　ている佐賀市内の小・中学校に在籍している児童生
　　徒、その保護者及び学校関係者が対象です。

 <内　容>
    （１）　電話相談
　　 （２）　 来室相談
　 　（３）　 訪問相談
　 　（４）　 検査実施

<その他>
　　　学校の先生からの特別支援教育に関する相談も
　　受け付けています。

ひまわり相談室のスタッフ

ひまわり相談室とは 各種相談について

訪問相談

来室相談

・ ひまわり相談室スタッフが児童生徒の在籍校を訪問して行う相談です。

・ 以下のような相談を行います。なお、必要に応じて保護者の方との面談も行います。

＊ 授業参観と担任の先生などへの聞き取りによる支援の提案

＊ 授業参観と担任の先生などへの聞き取りや、検査実施による支援の提案

・ ひまわり相談室への来室による相談です。

・ 相談内容次第では、複数回の実施になることもあります。

・ 来室相談を経て、訪問相談や検査実施につながることもあります。

・ 相談室までの移動に負担がある場合はご相談ください。

・ ひまわり相談室への電話による相談です。

・ 電話相談を経て、来室相談や訪問相談、検査実施につながることもあります。

電話相談

検査実施

・ 学習・生活の中で困りやすいことを理解し、よりよい支援につなげるために、知能検査などを実施

します。

・ 実施後、保護者と学校関係者に、結果報告と支援の提案をします。

・ 相談室までの移動に負担がある場合は、在籍校で実施できるよう調整します。

こんな相談を受けています

・ 文字の読み書きに苦手意識があるのですが…
・ 落ち着いて授業を受けられず、席を離れる
ことが多いのですが…

・ 一斉指導の中で説明を理解するのが難しい
のですが…

・ 集団の中で気持ちをコントロールするのが苦手
なのですが…

・ 友達から指摘があるとすぐに怒り、友達とのトラ
ブルが絶えないのですが…

・ 次の活動に切り替えるのが難しいのですが…
など

・ 室 長 （常駐）

・ 相談員 ２名 （常駐）

・ スーパーバイザー １名 ※ 特別支援教育専門家が勤務します。


